
一
〇

懲
罰
事
犯
の
件
審
査
経
過
一
覧
表

国
会
回
次

件

名

委

員

会

本
会
議
議
決

（
年

月

日
）

備

考

付
託
年
月
日

討

論

議

決

（
年

月

日
）

第
四
回
議
員
中
西
功
君
懲
罰
事
犯
の
件

昭
和二三、一二、二三

（
議
員
動
議
）

戒

告

戒

告

（
二三、一二、二三）
戒

告

（
二三、一二、二三）

第
五
回
議
員
星
野
芳
樹
君
懲
罰
事
犯
の

件

二四、
五、二〇

（
議
員
動
議
）

懲
罰
を
要
せ
ず

戒

告

戒

告

（
二四、
五、二三）
戒

告

（
二四、
五、二七）

第
五
回

︱

第
六
回
議
員
金
子
洋
文
君
、
中
西
功
君
、

板
野
勝
次
君
、
カ
ニ
エ
邦
彦
君

懲
罰
事
犯
の
件

二四、
五、三〇

（
議
員
動
議
）

金
子
君

登
院
停
止
二
五
日

登
院
停
止
二
五
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
二
五
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

継
続
審
査
を
行
う
。

中
西
君

除

名

登
院
停
止
三
〇
日

除

名

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
三
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

板
野
君

登
院
停
止
二
〇
日

登
院
停
止
二
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
二
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

カ
ニ
エ
君

登
院
停
止
三
〇
日

登
院
停
止
三
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
三
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

第
七
回
議
員
小
川
友
三
君
懲
罰
事
犯
の

件

二五、
四、
四

（
議
長
付
託
）

除

名
除

名

（
二五、
四、
七）
除

名

（
二五、
四、
七）

第
十
三
回

議
員
岩
間
正
男
君
、
兼
岩
傳
一

君
、
三
輪
貞
治
君
、
鈴
木
清
一

君
、
江
田
三
郎
君
、
岡
田
宗
司

君
、
栗
山
良
夫
君
、
中
田
吉
雄

君
、
水
橋
藤
作
君
、
河
崎
ナ
ツ

君
、
高
田
な
ほ
子
君
、
小
笠
原

二
三
男
君
、
木
下
源
吾
君
、
島

清
君
、
梅
津
錦
一
君
、
菊
川
孝

夫
君
、
吉
田
法
晴
君
懲
罰
事
犯

の
件

二七、
七、
四

（
議
員
動
議
）

︱

︱

︱
二
七
、七
、二
九
継
続
審

査
要
求
を
決
定
し
た 

が
、
議
院
の
議
決
な
く

審
査
未
了
と
な
る
。

議
員
千
葉
信
君
、
森
崎
隆
君
、

村
尾
重
雄
君
、
紅
露
み
つ
君
懲

罰
事
犯
の
件

二七、
七、三一

（
議
長
付
託
）

︱

︱

︱
審
査
せ
ず
二
七
、七
、三

一
継
続
審
査
要
求
を
決

定
し
た
が
、
議
院
の
議

決
な
く
審
査
未
了
と
な

る
。

第
百
八
十
五
回

議
員
ア
ン
ト
ニ
オ
猪
木
君
懲
罰

事
犯
の
件

平
成二五、一一、一三

（
議
員
動
議
）

︱

登
院
停
止
三
〇
日

（
二五、一一、二一）
登
院
停
止
三
〇
日

（
二五、一一、二二）

二
五
、一
一
、二
一
委
員

の
討
論
に
先
立
ち
、
委

員
長
か
ら
、
理
事
会
協

議
の
結
果
、
登
院
停
止

三
〇
日
の
懲
罰
を
科
す

べ
き
も
の
と
の
意
見
で

一
致
し
た
旨
報
告
が
あ

り
、
別
に
意
見
も
な
く
、

表
決
に
付
さ
れ
た
。

第
百
九
十
六
回

議
員
森
ゆ
う
こ
君
、
山
本
太
郎

君
、
糸
数
慶
子
君
懲
罰
事
犯
の

件

三〇、
七、二〇

（
議
長
付
託
）

︱

︱

︱
審
査
未
了
と
な
る
。
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事
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昭
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（
議
員
動
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戒

告

戒

告

（
二三、一二、二三）
戒

告

（
二三、一二、二三）

第
五
回
議
員
星
野
芳
樹
君
懲
罰
事
犯
の

件

二四、
五、二〇

（
議
員
動
議
）

懲
罰
を
要
せ
ず

戒

告

戒

告

（
二四、
五、二三）
戒

告

（
二四、
五、二七）

第
五
回

︱

第
六
回
議
員
金
子
洋
文
君
、
中
西
功
君
、

板
野
勝
次
君
、
カ
ニ
エ
邦
彦
君

懲
罰
事
犯
の
件

二四、
五、三〇

（
議
員
動
議
）

金
子
君

登
院
停
止
二
五
日

登
院
停
止
二
五
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
二
五
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

継
続
審
査
を
行
う
。

中
西
君

除

名

登
院
停
止
三
〇
日

除

名

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
三
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

板
野
君

登
院
停
止
二
〇
日

登
院
停
止
二
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
二
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

カ
ニ
エ
君

登
院
停
止
三
〇
日

登
院
停
止
三
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）
登
院
停
止
三
〇
日

（
第
六
回
国
会

二四、
一〇、
三一）

第
七
回
議
員
小
川
友
三
君
懲
罰
事
犯
の

件

二五、
四、
四

（
議
長
付
託
）

除

名
除

名

（
二五、
四、
七）
除

名

（
二五、
四、
七）

第
十
三
回

議
員
岩
間
正
男
君
、
兼
岩
傳
一

君
、
三
輪
貞
治
君
、
鈴
木
清
一

君
、
江
田
三
郎
君
、
岡
田
宗
司

君
、
栗
山
良
夫
君
、
中
田
吉
雄

君
、
水
橋
藤
作
君
、
河
崎
ナ
ツ

君
、
高
田
な
ほ
子
君
、
小
笠
原

二
三
男
君
、
木
下
源
吾
君
、
島

清
君
、
梅
津
錦
一
君
、
菊
川
孝

夫
君
、
吉
田
法
晴
君
懲
罰
事
犯

の
件

二七、
七、
四

（
議
員
動
議
）

︱

︱

︱
二
七
、七
、二
九
継
続
審

査
要
求
を
決
定
し
た 

が
、
議
院
の
議
決
な
く

審
査
未
了
と
な
る
。

議
員
千
葉
信
君
、
森
崎
隆
君
、

村
尾
重
雄
君
、
紅
露
み
つ
君
懲

罰
事
犯
の
件

二七、
七、三一

（
議
長
付
託
）

︱

︱

︱
審
査
せ
ず
二
七
、七
、三

一
継
続
審
査
要
求
を
決

定
し
た
が
、
議
院
の
議

決
な
く
審
査
未
了
と
な

る
。

第
百
八
十
五
回

議
員
ア
ン
ト
ニ
オ
猪
木
君
懲
罰

事
犯
の
件

平
成二五、一一、一三

（
議
員
動
議
）

︱

登
院
停
止
三
〇
日

（
二五、一一、二一）
登
院
停
止
三
〇
日

（
二五、一一、二二）

二
五
、一
一
、二
一
委
員

の
討
論
に
先
立
ち
、
委

員
長
か
ら
、
理
事
会
協

議
の
結
果
、
登
院
停
止

三
〇
日
の
懲
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を
科
す

べ
き
も
の
と
の
意
見
で

一
致
し
た
旨
報
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が
あ

り
、
別
に
意
見
も
な
く
、

表
決
に
付
さ
れ
た
。

第
百
九
十
六
回

議
員
森
ゆ
う
こ
君
、
山
本
太
郎

君
、
糸
数
慶
子
君
懲
罰
事
犯
の

件

三〇、
七、二〇

（
議
長
付
託
）

︱

︱

︱
審
査
未
了
と
な
る
。
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